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諸
聖
人
に
依
頼
す
る
祈
祷

輔

君
や
、
祝

讃
せ
よ
。

し
ゅ
く
さ
ん

司

我
等
の
神
は
恒
に
崇
め
讃
め
ら
る
、
今
も
何
時
も
世
世
に
。

詠

ア
ミ
ン
。

天
の
王

慰
む
る
者
や
、
真
実
の
神
、
在
ら
ざ
る
所

な
き
者
、
満
た
ざ
る
所
な
き
者
や
、
萬
善

な
ぐ
さ

も
の

し
ん

あ

と
こ
ろ

み

ば
ん
ぜ
ん

の
寶
藏
な
る
者
、
生
命
を
賜
う
の
主
や
、
来
た
り
て
我
等
の
中
に
居
り
、
我
等
を

諸

の

穢

ほ
う
ぞ
う

せ
い
め
い

た
も

き

う
ち

お

も
ろ
も
ろ

け
が
れ

よ
り

潔

く
せ
よ
、
至
善
者
や
我
等
の

霊

を
救
い
給
え
。

い
さ
ぎ
よ

し
ぜ
ん
し
ゃ

た
ま
し
い

た
ま

聖
三
祝
文
、
至
聖
三
者
、
主
経

誦

聖
な
る
神
、
聖
な
る
勇
毅
、
聖
な
る
常

生
の
者
や
、
我
等
を

憐

め
よ
。
（
三
次
）

せ
い

か
み

ゆ

う

き

じ
ょ
う
せ
い

も
の

あ
わ
れ

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、
今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

せ
い
し
ん

き

い

つ

よ

よ
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至
聖
三
者
や
我
等
を

憐

め
よ
、
主
や
我
等
の
罪
を

潔

く
せ
よ
、
主
宰
や
我
等
の

愆

を
赦

し
せ
い
さ
ん
し
ゃ

あ
わ
れ

い
さ
ぎ
よ

し
ゅ
さ
い

あ
や
ま
ち

ゆ
る

せ
、
聖
な
る
者
や
臨
み
て
我
等
の

病
を
癒
し
給
え
、

悉

く

爾

の
名
に
因
る
。

の
ぞ

や
ま
い

い
や

た
ま

こ
と
ご
と

な
ん
じ

な

よ

主
憐
め
よ
。（
三
次
）

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、
今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

天
に
在
す
我
等
の
父
や
、
願
わ
く
は

爾

の
名
は
聖
と
せ
ら
れ
、
爾
の
国
は
来
た
り
、
爾
の
旨

い
ま

ね
が

な
ん
じ

な

せ
い

き

む
ね

は
天
に

行

わ
る
る
が
如
く
地
に
も

行

わ
れ
ん
、
我
が
日
用
の
糧
を
今
日
我
等
に
與
え
給
え
、

お
こ
な

ご
と

お
こ
な

わ

に
ち
よ
う

か
て

こ
ん
に
ち

あ
た

た
ま

我
等
に

債

あ
る
者
を
我
等
免
す
が
如
く
、
我
等
の

債

を
免
し
給
え
、
我
等
を

誘

に

導

か

お
い
め

ゆ
る

ご
と

お
い
め

ゆ
る

た
ま

い
ざ
な
い

み
ち
び

ず
、
猶
我
等
を
凶

悪
よ
り
救
い
給
え
。

な
お

き
ょ
う
あ
く

す
く

た
ま

司

蓋

国
と
権
能
と
光
栄
は
爾
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、
今
も
何
時
も
世
世
に
。

け
だ
し

け
ん
の
う

誦

ア
ミ
ン
。

主
憐
め
よ
（
三
次
）。

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、
今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

来
た
れ
、
我
等
の
王
神
に
叩
拝
せ
ん
。

き

お
う
か
み

こ
う
は
い

来
た
れ
、
ハ
リ
ス
ト
ス
我
等
の
王
神
に
叩
拝
俯
伏
せ
ん
。

き

お
う
か
み

こ
う
は
い
ふ
ふ
く

来
た
れ
、
ハ
リ
ス
ト
ス
我
等
の
王
と
神
の
前
に
叩
拝
俯
伏
せ
ん
。

き

か
み

こ
う
は
い
ふ
ふ
く
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第

百

四

十

二

聖

詠

主
よ
、
我
が

祈

を
聆
き
、

爾

の
真
実
に
依
り
て
我
が

願

に
耳
を

傾

け
よ
、

爾

の
義
に
依

し
ゅ

わ

い
の
り

き

な
ん
じ

し
ん
じ
つ

よ

わ

ね
が
い

か
た
ぶ

な
ん
じ

ぎ

よ

り
て
我
に
聴
き
給
え
。
爾
の
僕
と

訟

を
為
す
母
れ
、

蓋

凡
そ
生
命
あ
る
者
は
、
一
も
爾
の

き

た
ま

ぼ
く

う
っ
た
え

な

な
か

け
だ
し
お
よ

い

の

ち

い
つ

前
に
義
と
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
。
敵
は
我
が

霊

を
逐
い
、
我
が
生
命
を
地
に

蹂

り
、
我
を
久
し

ま
え

ぎ

て
き

わ

た
ま
し
い

お

わ

い

の

ち

ち

ふ
み
に
じ

ひ
さ

く
死
せ
し
者
の
如
く
暗

に
居
ら
し
む
、
我
が

霊

は
我
の
衷
に
悶
え
、
我
が
心
は
我
の
衷
に
曠

ご
と

く
ら
き

お

わ

た
ま
し
い

う
ち

も
だ

わ

う
ち

む
な

し
き
が
如
し
。
我

古

の
日
を
想
い
、
凡
そ
爾
の

行

い
し
こ
と
を
考
え
、
爾
が
手
の
工
作
を
計

ご
と

い
に
し
え

お
も

お
よ

お
こ
な

わ

ざ

は
か

る
。
我
が
手
を
伸
べ
て
爾
に
向
い
、
我
が

霊

は
渇
け
る
地
の
如
く
爾
を
慕
う
。
主
よ
、

速

わ

の

む
か

わ

た
ま
し
い

か
わ

ち

ご
と

し
た

す
み
や
か

に
我
に
聴
き
給
え
、
我
が

霊

は

衰

え
た
り
、
爾
の

顔

を
我
に
隠
す
母
れ
、
然
ら
ず
ば
我

き

た
ま

わ

た
ま
し
い

お
と
ろ

か
ん
ば
せ

か
く

な
か

し
か

は
墓
に
入
る
者
の
如
く
な
ら
ん
。
我
に
夙
に
爾
の

憐

を
聴
か
し
め
給
え
、
我
爾
を
頼
め
ば
な

は
か

い

ご
と

つ
と

あ
わ
れ
み

き

た
ま

た
の

り
。
主
よ
、
我
に
行
く
べ
き
途
を
示
し
給
え
、
我
が

霊

を
爾
に
挙
ぐ
れ
ば
な
り
。
主
よ
、
我

ゆ

み
ち

わ

た
ま
し
い

あ

を
我
が
敵
よ
り
救
い
給
え
、
我
爾
に
趨
り
附
く
。
我
に
爾
の
旨
を

行

う
を
教
え
給
え
、
爾
は

わ

て
き

た
ま

は
し

つ

む
ね

お
こ
の

我
の
神
な
れ
ば
な
り
。
願
わ
く
は
爾
の
善
な
る
神
は
我
を
義
の
地
に

導

か
ん
。
主
よ
、
爾
の

か
み

ね
が

ぜ
ん

し
ん

ぎ

ち

み
ち
び

名
に
依
り
て
我
を
生
か
し
給
え
、
爾
の
義
に
依
り
て
我
が

霊

を
苦
難
よ
り
引
き
出
し
給
え
、

な

よ

い

た
ま

ぎ

よ

わ

た
ま
し
い

く

な

ん

い
だ

た
ま

爾
の

憐

を
以
て
我
が
敵
を
滅
ぼ
し
、
凡
そ
我
が

霊

を
攻
む
る
者
を

夷

げ
給
え
、
我
は
爾

あ
わ
れ
み

も
っ

わ

て
き

ほ
ろ

お
よ

わ

た
ま
し
い

せ

た
い
ら

た
ま
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の
僕
な
れ
ば
な
り
。

ぼ
く

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、
今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

ア
リ
ル
イ
ヤ
、
ア
リ
ル
イ
ヤ
、
ア
リ
ル
イ
ヤ
、
神
や
光
栄
は
爾
に
帰
す
。
（
三
次
）

主
は
神
な
り

輔

主
は
神
な
り
我
等
を
照
ら
せ
り
、
主
の
名
に
依
り
て
来
る
者
は
崇
め
讃
め
ら
る
。

き
た

あ
が

ほ

詠

主
は
神
な
り
我
等
を
照
ら
せ
り
、
主
の
名
に
依
り
て
来
る
者
は
崇
め
讃
め
ら
る
。（
三
次
）

き
た

あ
が

ほ

輔

（
句
）
主
を

尊

み
讃
め
よ
、
彼
は
仁
慈
に
し
て
、
そ
の

憐

は
世
世
に
あ
れ
ば
な
り
。

と
う
と

ほ

あ
わ
れ
み

（
句
）
彼
等
我
を
圍
み
我
を
環
れ
ど
も
、
我
主
の
名
を
以
て
之
を
敗
れ
り
。

か
こ

め
ぐ

こ
れ

や
ぶ

（
句
）
我
死
せ
ず
、
猶
生
き
て
主
の
行

う
所
を
傳
え
ん
。

な
お

お
こ
の

つ
た

（
句
）
工
師
が
棄
て
し
所
の
石
は
屋
隅
の
首
石
と
な
れ
り
、
是
主
の
な
す
所
に
し
て
我
等
の
目

こ

う

し

す

お
く
ぐ
う

し
ゅ
せ
き

こ
れ

に
奇
異
な
り
と
す
。

き

い

生

神

女

の
ト
ロ
パ
リ

（
第
四
調
）
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詠

我
等
罪
人
に
し
て
卑
賤
な
る
者
、
今
熱
心
に
し
て
神
の
母
に
趨
り
就
き
、
伏
し
拝
み
痛
悔
し
て

ひ

せ

ん

い
ま

か
み

は
し

つ

ふ

お
が

つ
う
か
い

心
の
衷
よ
り
呼
ぶ
、
女
宰
や
、
我
等
を

憐

み
助
け
よ
、
我
等
罪
悪
の
多
き
に
因
り
て
、
将
に

う
ち

じ
ょ
さ
い

あ
わ
れ

ざ
い
あ
く

よ

ま
さ

亡
び
ん
と
す
、
速
や
か
に
我
等
を
救
い
、
徒
然
に
帰
す
な
か
れ
、
我
等
只
爾
を
我
が

頼

と
す

ほ
ろ

す
み

と

ぜ

ん

た
だ

わ

た
の
み

れ
ば
な
り
。

又

は

（
第
四
調
）

神
を
生
み
し
処
女
や
、
我
等
不
当
の
僕
婢
、
爾
の
力
を
称
う
る
を
止
め
ず
、

蓋

爾
転
達
し
祈

か
み

ぼ

く

ひ

と
な

や

け
だ
し

て
ん
た
つ

祷
せ
ざ
れ
ば
、
誰
か
我
等
を
か
か
る
苦
難
よ
り
救
わ
ん
や
、
誰
か
我
が
自
由
を
守
り
て
今
日
に

た
れ

た
れ

至
ら
し
む
る
、
女
宰
や
、
我
等
爾
に
離
れ
ず
、
爾
の
僕
婢
を
常
に

諸

の

災

よ
り
救
い
給
え

い
た

じ
ょ
さ
い

ぼ

く

ひ

も
ろ
も
ろ

わ
ざ
わ
い

ば
な
り
。或

い

は

（
第
四
調
）

神
の
母
や
、
爾
の
僕
婢
を
苦
難
よ
り
救
い
給
え
、
蓋
我
等
皆
神
に
呼
び
、
爾
に
趨
り
就
く
、
爾
は
我

ぼ

く

ひ

か
み

は
し

つ

が
為
に
破
れ
ざ
る
盾
と
防

な
れ
ば
な
り
。

た
て

ふ
せ
ぎ

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕
の
ト
ロ
パ
リ

（
第
四
調
）

聖
使
徒
（
聖
神
父
）
〔
某
〕
や
、
仁
慈
の
神
に
祈
れ
よ
、
我
が

霊

の
罪
の

赦

を
賜
わ
ん
こ
と

じ

ん

じ

か
み

た
ま
し
い

ゆ
る
し

た
ま
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を
。

聖
致
命
者
の
ト
ロ
パ
リ

（
第
四
調
）

主
や
爾
の
致
命
者
は
、
其
苦
し
み
の
中
に
、
爾
我
が
神
よ
り
不
朽
の
栄
冠
を
受
け
た
り
、

蓋

そ
の

う
ち

わ

か
み

ふ
き
ゅ
う

え
い
か
ん

け
だ
し

爾
の
力
に
因
り
て
、
苦
し
む
者
に
勝
ち
、
悪
魔
の
空
し
き

謀

を
も
破
り
、
彼
等
の
祈
祷
に

よ

む
な

は
か
り
ご
と

依
り
て
、
我
等
の

霊

を
救
い
給
え
。

よ

た
ま
し
い

聖
克
肖
者
の
ト
ロ
パ
リ

（
第
四
調
）

聖
な
る
〔
某
〕
や
、
爾
の
中
に
神
に
似
た
る
分

顕

れ
て
救
い
を
得
た
り
、
蓋
爾
十
字
架
を
負

う
ち

か
み

に

ふ
ん
あ
ら
わ

え

お

う
て
ハ
リ
ス
ト
ス
に
従
い
、
爾
の

行

を
以
て
朽
ち
易
き
肉
体
を
軽
ん
じ
、
死
せ
ざ
る

霊

を

お
こ
な
い

く

や
す

た
ま
し
い

重
ん
ず
べ
き
を
教
え
た
り
、
故
に
神
に
至
っ
て
似
た
る
〔
某
〕
や
、
爾
の

霊

は
天
使
等
と
共

ゆ
え

か
み

い
た

に

た
ま
し
い

に
喜
ぶ
。

※

聖
人
に
依
頼
す
る
句

（
第
一
回
）

至
聖
な
る
生
神
女
に
依
頼
す
る
時
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司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕
に
依
頼
す
る
時

司

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
致
命
者
に
依
頼
す
る
時

司

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。
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聖
克
肖
者
に
依
頼
す
る
時

司

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、

詠

今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

至
聖
な
る
生
神
女
や
（
聖
使
徒
・
聖
神
父
・
聖
致
命
者
・
聖
克
肖
者
〔
某
〕
や
）
、
我
等
の
為

に
神
に
祈
り
給
え
、
我
等
熱
切
に
、
爾

速

な
る
扶
助
者
、
及
び
我
等
の

霊

の
代

求

者
に

す
み
や
か

ふ
じ
ょ
し
ゃ

た
ま
し
い

だ
い
き
ゅ
う
し
ゃ

趨
り
就
け
ば
な
り
。

は
し

つ

重

聯

祷

輔

神
や
、
爾
の
大
な
る
憐
に
因
り
て
我
等
を
憐
め
よ
、
爾
に
祈
る
、
聆
き
納
れ
て
憐
め
よ
。

き

い
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詠

主
憐
め
よ
。（
三
次
）

〔
以
下
毎
時
同
様
〕

輔

又
我
が
国
の
天
皇
、
及
び
国
を
司
る
者
の
為
に
祈
る
。

輔

又
教
会
を
司
る
尊
貴
な
る
我
等
の
東
京
の
大
主
教
及
び
全
日
本
の
府
主
教
〔
某
〕
、
主
教
〔
某
〕
、

及
び
ハ
リ
ス
ト
ス
に
於
け
る
悉
く
の
我
等
の
兄
弟
の
為
に
祈
る
。

輔

又
、
此
處
に
集
ま
り
し
神
の
諸
僕
（
婢
）
に
、
慈
憐
、
生
命
、
平
安
、
壮
健
、
救

贖
、
眷
顧
、
寛
宥
、

こ

こ

せ
い
め
い

き
ゅ
う
し
ょ
く

け

ん

こ

か
ん
ゆ
う

及
び
諸
罪
の
赦

を
賜
わ
ん
が
為
に
祈
る
。

ゆ
る
し

輔

又
、
ハ
リ
ス
ト
ス
を
愛
す
る

悉

く
の
兄
弟
姉
妹
等
の
為
に
祈
る
。

こ
と
ご
と

司

蓋
爾
は
慈
憐
に
し
て
人
を
愛
す
る
神
な
り
、
我
等
光
栄
を
爾
父
と
子
と
聖
神
に
献
ず
、
今
も
何

時
も
世
世
に
。

詠

ア
ミ
ン
。

※

聖
人
に
依
頼
す
る
句

（
第
二
回
）

至
聖
な
る
生
神
女
に
依
頼
す
る
時

- 10 -

司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕
に
依
頼
す
る
時

司

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
致
命
者
に
依
頼
す
る
時

司

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。
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聖
克
肖
者
に
依
頼
す
る
時

司

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、

詠

今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

至
聖
な
る
生
神
女
や
（
聖
使
徒
・
聖
神
父
・
聖
致
命
者
・
聖
克
肖
者
〔
某
〕
や
）
、
我
等
の
為

に
神
に
祈
り
給
え
、
我
等
熱
切
に
、
爾
速
や
か
な
る
扶
助
者
、
及
び
我
等
の

霊

の
代

求

者

ふ
じ
ょ
し
ゃ

た
ま
し
い

だ
い
き
ゅ
う
し
ゃ

に
趨
り
就
け
ば
な
り
。

は
し

つ小

聯

祷

輔

我
等
復
又
安
和
に
し
て
主
に
祈
ら
ん
。

- 12 -

詠

主
憐
め
よ
。

輔

神
や
爾
の
恩
寵
を
以
て
、
我
等
を
佑
け
救
い
憐
み
護
れ
よ
。

詠

主
憐
め
よ
。

輔

至
聖
至
潔
に
し
て
至
り
て
讃
美
た
る
我
等
の
光
栄
の
女
宰
・
生
神
女
・
永
貞
童
女
マ
リ
ヤ
と
、

諸
聖
人
と
を
記
憶
し
て
、
我
等
己
の
身
及
び
互
い
に
各
の
身
を
以
て
、
並
び
に
悉
く
の
我
等
の

生
命
を
以
て
、
ハ
リ
ス
ト
ス
神
に
委
託
せ
ん

詠

主
爾
に
。

司

蓋
爾
は
平
安
の
王
及
び
我
が
霊
の
救
主
な
り
、
我
等
光
栄
を
爾
父
と
子
と
聖
神
に
献
ず
、
今
も

何
時
も
世
世
に
。

詠

ア
ミ
ン
。

輔

謹
み
て
聴
く
べ
し
。

司

衆
人
に
平
安
。

誦

爾
の
神
に
も
。

し
ん

輔

睿
智
。

え

い

ち
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ポ

ロ
キ

メ

ン

（
至
聖
な
る
生
神
女
に
）

誦

我
爾
の
名
を
、
萬
世
に
誌
さ
し
め
ん
。

わ
れ

ば
ん
せ
い

し
る

詠

我
爾
の
名
を
、
萬
世
に
誌
さ
し
め
ん
。

わ
れ

ば
ん
せ
い

し
る

誦

我
が
心
善
言
を
湧
き
出
せ
り
。

ぜ
ん
げ
ん

わ

い
だ

詠

我
爾
の
名
を
、
萬
世
に
誌
さ
し
め
ん
。

わ
れ

ば
ん
せ
い

し
る

誦

我
爾
の
名
を
、

わ
れ

詠

萬
世
に
誌
さ
し
め
ん
。

ば
ん
せ
い

し
る

（聖
使
徒
に
）

誦

其
聲
は
全
地
に
傳
わ
り
、
其
言

は
地
の
極
に
至
れ
り
。

そ
の
こ
え

つ
た

そ
の
こ
と
ば

は
て

い
た

詠

其
聲
は
全
地
に
傳
わ
り
、
其
言

は
地
の
極
に
至
れ
り
。

そ
の
こ
え

つ
た

そ
の
こ
と
ば

は
て

い
た

誦

天
は
神
の
光
栄
を
傳
え
、
穹
蒼
は
其
手
の
作
る
所
を
告
ぐ
。

つ
た

お
お
ぞ
ら

そ

の

て

つ
く

と
こ
ろ

つ

詠

其
聲
は
全
地
に
傳
わ
り
、
其
言

は
地
の
極
に
至
れ
り
。

そ
の
こ
え

つ
た

そ
の
こ
と
ば

は
て

い
た

誦

其
聲
は
全
地
に
傳
わ
り
、

そ
の
こ
え

つ
た

- 14 -

詠

其

言

は
地
の
極
に
至
れ
り
。

そ
の
こ
と
ば

は
て

い
た

（成
聖
者
及
び
克
肖
者
に
）

誦

聖
人
の
死
は
、
主
の
目
の
前
に
貴

し
。

た
っ
と

詠

聖
人
の
死
は
、
主
の
目
の
前
に
貴

し
。

た
っ
と

誦

我
何
を
以
て
主
の
我
に
施

せ
し

悉

の
恩
に
報
い
ん
。

わ
れ
な
に

も
っ

ほ
ど
こ

こ
と
ご
と
く

お
ん

む
く

詠

聖
人
の
死
は
、
主
の
目
の
前
に
貴

し
。

た
っ
と

誦

聖
人
の
死
は
、

詠

主
の
目
の
前
に
貴

し
。

た
っ
と

輔

主
に
祈
ら
ん
。

詠

主
憐
め
よ
。

司

蓋
我
が
神
や
、
爾
は
聖
に
し
て
聖
な
る
者
の
中
に
居
る
、
我
等
光
栄
を
爾
父
と
子
と
聖
神
に
献

う
ち

お

ず
、
今
も
何
時
も
世
世
に
。

詠

ア
ミ
ン
。
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輔

凡
そ
呼
吸
あ
る
者
は
主
を
讃
め
揚
げ
よ
。

お
よ

い

き

詠

凡
そ
呼
吸
あ
る
者
は
主
を
讃
め
揚
げ
よ
。

お
よ

い

き

輔

神
を
其
聖
所
に
讃
め
揚
げ
よ
、
彼
を
其
有
力
の
穹
蒼
に
讃
め
揚
げ
よ
。

そ
の

そ
の

お
お
ぞ
ら

詠

凡
そ
呼
吸
あ
る
者
は
主
を
讃
め
揚
げ
よ
。

お
よ

い

き

輔

凡
そ
呼
吸
あ
る
者
は
、

お
よ

い

き

詠

主
を
讃
め
揚
げ
よ
。

輔

我
等
に
聖
福
音
経
を
聴
く
を
賜
う
を
主
・
神
に
祈
ら
ん
。

詠

主
憐
め
よ
。

（
三
次
）

輔

睿
智
、
粛
み
て
立
て
、
聖
福
音
経
を
聴
く
べ
し
。

司

衆
人
に
平
安
。

詠

爾
の
神
に
も
。

し
ん

司

〔
某
〕
伝
の
聖
福
音
経
の
読
み
。

詠

主
や
、
光
栄
は
爾
に
帰
し
、
光
栄
は
爾
に
帰
す
。

輔

謹
み
て
聴
く
べ
し
。

- 16 -

福

音

（「
諸
」
と
在
る
項
は
複
数
の
当
該
聖
人
に
依
頼
す
る
祈
祷
に
用
い
る
。
）

生
神
女
に

（ル
カ
伝

一
・
三
九
～
四
九
、
五
六
）

聖
神
使
に

（
ル
カ
伝

一
〇
・
一
六
～
二
一
）
、

又
は
（
マ
ト
フ
ェ
イ

一
三
・二
四
～
三
〇
、
三
六
～
五
三
）

聖
預
言
者
に

（マ
ト
フ
ェ
イ
伝

二
三
・二
九
～
三
九
）
、

又
は
（ル
カ

一
一
・
四
七
～
一
二
・
一
）

聖
使
徒
に

（マ
ト
フ
ェ
イ
伝

九
・三
六
～
一
０
・
八
）

諸
聖
使
徒
に

（
ル
カ
伝

一
〇
・
一
～
二
一
）
、

又
は
（
ル
カ
伝

一
〇
・
一
六
～
二
一
）

成
聖
者
に

（イ
オ
ア
ン
伝

一
〇
・九
～
一
六
）

諸
成
聖
者
に

（
マ
ト
フ
ェ
イ
伝

五
・
一
四
～
一
九
）
、

又
は
（イ
オ
ア
ン
伝

一
〇
・
一
～
九
）

聖
克
肖
者
及
び
佯
狂
者
に

（
マ
ト
フ
ェ
イ
伝

二
一
・
二
七
～
三
〇
）
、

又
は
（
ル
カ
伝

六
・
一
七
～
二
三
）

克
肖
な
る
母
（克
肖
女
）
に

（マ
ト
フ
ェ
イ
伝

二
五
・
一
～
一
三
）
、

又
は
（ル
カ
伝

七
・
三
六
～
五
〇
）

聖
致
命
者
に

（
ル
カ
伝

一
二
・二
～
一
二
）
、

又
は
（イ
オ
ア
ン
伝

一
五
・
一
七
～
一
六
・二
）

諸
聖
致
命
者
に

（
マ
ト
フ
ェ
イ
伝

一
〇
・
一
六
～
二
二
）
、

又
は
（ル
カ
伝

二
一
・
一
二
～
一
九
）

聖
神
品
致
命
者
に

（ル
カ
伝

一
二
・
三
二
～
四
〇
）
、

諸
聖
神
品
致
命
者
に

（ル
カ
伝

六
・
一
七
～
二
三
）
、

又
は
（ル
カ
伝

一
四
・
二
五
～
三
五
）
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聖
修
道
致
命
者
に

（
マ
ル
コ
伝

八
・三
四
～
九
・
一
）

聖
諸
修
道
致
命
者
に

（
マ
ト
フ
ェ
イ
伝

一
〇
・三
二
～
三
三
、
三
七
～
三
八
）
、

又
は
（
マ
ト
フ
ェ
イ
伝

一
九
・二
七
～
三
〇
）
、

又
は
（ル
カ
伝

一
八
・
三
五
～
四
三
）

諸
聖
致
命
女
に

（
マ
ト
フ
ェ
イ
伝

一
五
・
二
一
～
二
八
）
、

又
は
（マ
ル
コ
伝

五
・二
五
～
三
四
）

聖
修
道
致
命
女
に

（マ
ト
フ
ェ
イ
伝

二
五
・
一
～
一
三
）

聖
表
信
者
に

（
ル
カ
伝

一
二
・
八
～
一
二
）

聖
廉
施
者
に

（マ
ト
フ
ェ
イ
伝

一
〇
・
一
、
五
～
八
）

詠

主
や
、
光
栄
は
爾
に
帰
し
、
光
栄
は
爾
に
帰
す
。

※

聖
人
に
依
頼
す
る
句

（
第
三
回
）

至
聖
な
る
生
神
女
に
依
頼
す
る
時

司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

- 18 -

詠

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕
に
依
頼
す
る
時

司

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
使
徒
〔
聖
神
父
〕（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
致
命
者
に
依
頼
す
る
時

司

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

聖
致
命
者
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

聖
克
肖
者
に
依
頼
す
る
時
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司

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

詠

克
肖
な
る
神
父
（
某
）
や
、
我
等
の
為
に
神
に
祈
り
給
え
。

司

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、

詠

今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。

至
聖
な
る
生
神
女
や
（
聖
使
徒
・
聖
神
父
・
聖
致
命
者
・
聖
克
肖
者
〔
某
〕
や
）
、
我
等
の
為

に
神
に
祈
り
給
え
、
我
等
熱
切
に
、
爾
速
や
か
な
る
扶
助
者
、
及
び
我
等
の

霊

の
代

求

者

ふ
じ
ょ
し
ゃ

た
ま
し
い

だ
い
き
ゅ
う
し
ゃ

に
趨
り
就
け
ば
な
り
。

は
し

つ重

聯

祷

輔

神
や
、
爾
の
大
な
る
憐
に
因
り
て
我
等
を
憐
め
よ
、
爾
に
祈
る
、
聆
き
納
れ
て
憐
め
よ
。

き

い

- 20 -

詠

主
憐
め
よ
。（
三
次
）

〔
以
下
毎
時
同
様
〕

輔

又
我
が
国
の
天
皇
、
及
び
国
を
司
る
者
の
為
に
祈
る
。

輔

又
教
会
を
司
る
尊
貴
な
る
我
等
の
東
京
の
大
主
教
及
び
全
日
本
の
府
主
教
〔
某
〕
、
主
教
〔
某
〕
、

及
び
ハ
リ
ス
ト
ス
に
於
け
る
悉
く
の
我
等
の
兄
弟
の
為
に
祈
る
。

輔

又
、
我
等
の
主
神
が
我
等
罪
人
の
祈
り
の
聲
を
聴
き
容
れ
、
其
諸
僕
（
婢
）
を
憐
み
、
彼
等
を

こ
え

き

い

凡
の
憂
愁
、
艱
難
、
窮
乏
、
忿
怒
よ
り
廕
い
、
又
彼
等
を
霊
体
の
病
よ
り
守
り
、
彼
等
に
壮
健
と

う

れ

い

い

か

り

お
お

長
寿
と
を

賜

る
が
為
に
祈
る
。

た
ま
わ

輔

又
、
此
の
都
邑
と
凡
の
都
邑
と
地
方
が
、
飢
饉
、
疫
病
、
地
震
、
水
難
、
火
難
、
剣
難
、
外
攻
、

ま

ち

ま

ち

内
乱
よ
り
護
ら
れ
、
我
が
善
に
し
て
人
を
愛
す
る
神
が
仁
慈
と
哀
憐
と
を
垂
れ
て
、
凡
そ
我
等

あ
わ
れ
み

に
臨
む

怒

を
遏
め
、
其
我
等
に
迫
る
義
な
る
罸
よ
り
我
等
を
救
い
、
及
び
我
等
を
憐
む
が
為

い
か
り

と
ど

せ
ま

ば
つ

に
祈
る
。

輔

又
、
主
神
が
我
等
罪
な
る
者
の
祈
の
聲
を
聆
き
納
れ
て
、
我
等
を
憐
む
が
為
に
祈
る
。

こ
え

き

い

司

神
我
が
救
世
主
、
地
の
四
極
と
遠
く
海
に
居
る
者
と
の
恃
や
、
我
等
に
聞
き
給
え
、
主
宰
や
、

お

た
の
み

我
等
の
罪
に
慈
憐
を
垂
れ
、
慈
憐
を
垂
れ
て
我
等
を

憐

み
給
え
、
蓋
爾
は
慈
憐
に
し
て
人
を

あ
わ
れ

愛
す
る
神
な
り
、
我
等
光
栄
を
爾
父
と
子
と
聖
神
に
献
ず
、
今
も
何
時
も
世
世
に
。
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詠

ア
ミ
ン
。

輔

睿
智
。

司

至
聖
な
る
生
神
女
や
、
我
等
を
救
い
給
え
。

詠

ヘ
ル
ワ
イ

ム
よ
り
尊
く
セ
ラ
フ
ィ
ム
に
並
び
な
く
栄
え
、
貞
操
を
破
ら
ず
し
て
神

言

を
生
み

み

さ

お

こ
と
ば

し
、
実
の
生
神
女
た
る
爾
を
崇
め
讃
む
。

司

ハ
リ
ス
ト
ス
神
我
等
の
恃
や
、
光
栄
は
爾
に
帰
す
、
光
栄
は
爾
に
帰
す
。

た
の
み

詠

光
栄
は
父
と
子
と
聖
神
に
帰
す
、
今
も
何
時
も
世
世
に
、
ア
ミ
ン
。
主
憐
め
よ
（
三
次
）
。

福
を
降
せ
。

司

ハ
リ
ス
ト
ス
我
等
の
真
の
神
は
、
其
至
浄
な
る
母
、
聖
使
徒
（
或
い
は
聖
神
父
・
聖
致
命
者
）

そ
の

〔
某
〕
、
亜
使
徒
日
本
の
大
主
教
聖
ニ
コ
ラ
イ
、
及
び
諸
聖
人
の
祈
祷
に
因
り
て
我
等
を
憐
み

救
わ
ん
、
彼
は
善
に
し
て
人
を
愛
す
る
主
な
れ
ば
な
り
。

詠

ア
ミ
ン
。幾

歳

も
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輔

主
よ
、
今
此
處
に
立
ち
て
祈
る
爾
の
諸
僕
（
婢
）
〔
某
〕
に
、
萬
福
に
し
て
平
安
な
る
度
生
、

こ

こ

ば
ん
ぷ
く

ど

せ

い

壮
健
と
救
贖
、
及
び
萬
事
に
於
け
る
善
き
進
歩
を
與
え
て
、
彼
（
等
）
を
幾
歳
に
も
護
り
給
え
。

ば

ん

じ

よ

あ
た

い
く
と
せ

詠

幾
歳
も
。
（
三
次
）


